
   

大和市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１２月２８日 

大和市長 大 木  哲 

   

大和市規則第５７号 

大和市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市個人情報保護条例施行規則（平成１０年大和市規則第３８号）の一部を次のように改

正する。 

第４条及び第５条を削り、第６条を第４条とする。 

第７条第２項中「住所」の次に「（本人の委任による代理人が開示請求をしようとする場合

にあっては、当該代理人の氏名及び住所）」を加え、同条を第５条とする。 

第８条第１項中「（括弧書き部分を除く。）」を削り、「第４０条第２項」の次に「（いず

れも括弧書き部分を除く。）」を、「ものは」の次に「、個人番号カード」を、「認める書類」

の次に「（以下「本人確認書類」という。）」を加え、同条第２項から第４項までを次のよう

に改め、同条を第６条とし、第９条を第７条とし、第１０条から第１４条までを２条ずつ繰

り上げる。 

２ 条例第１８条第２項（括弧書き部分に限る。）に規定する開示を請求することができる

者であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる

区分に応じて、当該各号に定める書類及びその者の本人確認書類とする。 

 (1) 法定代理人 戸籍関係書類その他市長が必要と認める書類 

(2) 本人の委任による代理人 本人の委任状及び委任した者の本人確認書類の写し 

(3) 配偶者等 戸籍関係書類その他市長が必要と認める書類 

(4) 相続人 遺言書、戸籍関係書類又は遺産分割協議を終了した旨が分かる書類 

(5) 条例第１７条第３項第４号に規定する者 市長が必要と認める書類 

３ 条例第２８条第３項（括弧書き部分に限る。）に規定する開示を請求できる者であること

を確認するために必要な書類で実施機関が定めるものは、その者の本人確認書類とする。 

４ 条例第３２条第３項（括弧書き部分に限る。）に規定する訂正又は条例第４０条第２項

（括弧書き部分に限る。）に規定する利用停止を請求できる者であることを確認するため

に必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定

める書類及びその者の本人確認書類とする。 

(1) 法定代理人 戸籍関係書類その他市長が必要と認める書類 



   

(2) 本人の委任による代理人 本人の委任状及び委任した者の本人確認書類の写し 

第１５条第２項中「第１７条」を「第１５条」に改め、同条を第１３条とし、第１６条を

第１４条とし、第１７条を第１５条とし、第１８条を第１６条とする。 

第１９条第２項中「住所」の次に「（本人の委任による代理人が訂正請求をしようとする場合

にあっては、当該代理人の氏名及び住所）」を加え、同条を第１７条とし、第２０条を第１８条

とし、第２１条から第２３条までを２条ずつ繰り上げる。 

第２４条第２項中「住所」の次に「（本人の委任による代理人が利用停止請求をしようとす

る場合にあっては、当該代理人の氏名及び住所）」を加え、同条を第２２条とし、第２５条を

第２３条とし、第２６条から第２９条までを２条ずつ繰り上げる。 

別表第２中「第２８条」を「第２６条」に改め、同表関係条文の欄を次のように改める。 

関係条文 

第２条 

第５条 

第７条 

第７条 

第７条 

第７条 

第８条 

第９条 

第１０条 

第１１条 

第１７条 

第１８条 

第１８条 

第１９条 

第２０条 

第２１条 

第２２条 

第２３条 

第２３条 



   

第２４条 

第２５条 

附 則 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

 

 

 


